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農林水産省

平成29年度税制改正主要事項

１．新規・拡充事項

（１） 生産資材価格の引下げ及び農産物の流通加工構造の改革のた

めの法整備を前提とした次の措置の創設（所得税、法人税、登

録免許税）

① 同法の認定を受けた事業再編事業者が事業再編計画に記載

された機械装置、建物等を取得した場合の５年間の割増償却

の適用 等

② 同法の認定を受けた事業再編事業者が事業再編計画に基づ

き行う株式会社設立等に係る登録免許税の軽減

（２） 農村地域工業等導入促進法の改正を前提とした譲渡所得の特

別控除の適用範囲の拡充（対象業種の拡大等）（所得税）

（３） 協同組合の上部団体への出資に係る受取配当等の益金不算入

制度の見直し（法人税）

２．延長事項

（１） 農業経営基盤強化準備金制度の１年延長（所得税・法人税）

（２） 農林漁業用Ａ重油等に対する石油石炭税（地球温暖化対策の

ための課税の特例による上乗せ分を含む。）の免税・還付措置の

３年延長（石油石炭税）


